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６００点

注 保険医療機関に入院中の患者について、当該

患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬

局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬

剤師が、当該患者が入院している保険医療機関

に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅で

の療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、

入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等と

共同して行った上で、文書により情報提供した

場合に、当該入院中１回に限り算定する。ただ

し、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に

ついては、当該入院中２回に限り算定できる。

（新規） （新規） １８ 後期高齢者薬剤服用歴管理指導料

３５点

注１ 後期高齢者である患者について、次に掲げ

る指導等のすべてを行った場合に算定する。

イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づ

き、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、

効能、効果、副作用及び相互作用に関する

主な情報を文書又はこれに準ずるものによ

り患者に提供し、薬剤の服用に関し、基本
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的な説明を行うこと。

ロ 処方された薬剤について、直接患者又は

その家族等から服薬状況等の情報を収集し

て薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤

の服用等に関し必要な指導を行うこと。

ハ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、

用量、相互作用その他服用に際して注意す

べき事項を手帳に記載すること。

注２ 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用

に関し、その服用及び保管の状況、副作用の

有無等について患者に確認し、必要な薬学的

管理及び指導を行った場合は、所定点数に２

２点を加算する。

注３ 薬剤服用歴に基づき、重複投薬又は相互作

用の防止の目的で、処方せんを交付した保険

医に対して照会を行った場合は、所定点数に

次の点数を加算する。

イ 処方に変更が行われた場合

２０点

ロ 処方に変更が行われなかった場合

１０点

注４ 区分番号１５に掲げる在宅患者訪問薬剤管

理指導料を算定している患者については、当
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該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別

の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた

場合を除き、算定しない。

（新規） （新規） １９ 後期高齢者終末期相談支援料

２００点

注 保険薬局の保険薬剤師が、一般的に認められ

ている医学的知見に基づき回復を見込むことが

難しいと保険医療機関の保険医が判断した後期

高齢者である患者（在宅での療養を行っている

患者であって通院が困難なものに限る。）に対

して、患者の同意を得て、保険医療機関の保険

医及び看護師と共同し、患者及びその家族等と

ともに、終末期における診療方針等について十

分に話し合い、その内容を文書等により提供し

た場合に、患者１人につき１回に限り算定す

る。


